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第１ 方針の趣旨  

 

平成２８年度に策定した定員適正化計画においては、それ以前の人件費削

減に重点を置いた定員適正化により生じた課題に対応するため、職員数の削

減だけでなく、住民からの多様なニーズに対応し、きめ細かなサービスを提

供するための体制整備を行ってきたが、令和３年４月時点の本市職員数は前

年度を下回ることになり、加えて新型コロナウイルス感染症対策への対応か

ら組織運営上厳しい状況にある。 

しかし、本市はすでに人口減少期に入り、少子高齢化も加速していくな

か、社会保障関連経費の増加をはじめ、財政状況はより一層厳しさを増すと

ともに、行政サービスの担い手が不足することが予測されることから、今後

は、職員数の抑制を図っていく必要がある。一方、変化の激しい時代に対応

し、市民が豊かさを実感できるサービスを提供していくためには、組織の革

新と創造により、抜本的な業務改革を推進していく必要がある。 

このため、今後の５年間は、宝塚市行財政経営方針に基づく取組を推進す

るため、組織運営の基盤整備を行い、その上で効率化に取り組み、今より少

ない職員数でも適切に行政サービスを提供できる組織運営の実現と、持続可

能で安定的な行財政運営を実現することを目的として、定員管理の方針や定

員適正化の取組を定めるものとする。 

 

第２ 定員管理の基本的事項 

 

１ 定員適正化計画 

第６次総合計画を実現するため、本方針に基づき、定員管理に関する計

画を策定する。 

(１ ) 宝塚市行財政経営方針に基づく取組を推進するため、組織運営の基

盤整備を行う必要があることから、一時的に増員が必要であるもの

の、その上で効率化に取り組み、計画期間後半では効率化による職員

の適正配置に努め、職員数を抑制する。 

(２) 計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とする。 

(３) 対象職員には、週４日勤務の再任用職員も含めるものとする。 

(４ ) 組織体制の維持のため、休職や育児休業をしている職員などの代替

としては、正規職員の配置を検討する。 

 

２ 宝塚市職員定数条例 

(１) 宝塚市職員定数条例に基づき、定員管理を行うこととする。 
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(２ ) 職員数の推移を踏まえて、必要に応じて宝塚市定数条例の見直しを

行う。 

(３ ) 適正な定員管理を行うため、引き続き、週４日勤務の再任用職員数

に５分の４を乗じた数を条例で定める職員定数の対象とする。 

(４ ) 組織体制の維持のため、休職や育児休業をしている職員などは、引

き続き、定数外職員として取り扱う。 

 

３ 各行政委員会等における取組 

各行政委員会等においては、必要に応じて定員管理に関する計画を定め

るなど、適正かつ効率的な定員管理に努める。 

 

４ 説明責任 

定員管理の取組については、職員数の増減に当たり、業務量の増減の理

由や類似団体の職員数との比較等により、市民への説明責任を果たす。 

 

第３ 定員適正化の取組  

 

定員適正化の一層の推進 

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口（ 2018年推計）による

と、2020年と比較して2040年の宝塚市民は12.5％減少すると予測されてお

り、将来的には、現在よりも少ない職員数で市民サービスを提供していく

必要がある。効果的で効率的な行政運営のため、以下の事項については、

より一層取組を推進する。 

(１) 宝塚市行財政経営方針に基づく取組 

宝塚市行財政経営方針に基づき多様な主体との協働・共創、組織基

盤の構築、組織横断的なチームの設置、行政手続のオンライン化、業

務の自動化や効率化、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）、

時代の変化に対応できる職員育成や組織づくりなどに取り組む。 

(２) 事務事業の成果の検証 

事務事業の成果の検証や改善を行うとともに、業務委託の推進等に

より、市民ニーズに応えつつ、時間外勤務を削減するなど、効率的で

効果的な行政運営を行う。 

(３) 組織の見直し 

時代の変化や複雑化、多様化する市民ニーズに対応できるよう、適

宜、組織の見直しを行い、機能的な組織づくりに取り組む。行政サー

ビスを適切に提供するため、組織体制の維持等に資する職種別の年齢
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構成に配慮した職員採用を行う。 

また、人材育成基本方針に基づく職員のスキルアップとやる気向上

のため、研修の充実や人事評価制度の活用などに取り組むとともに、

適材適所の人事配置を行う。 

(４) 高年齢層職員の活用 

少子高齢化が急速に進展する中において、複雑化、多様化する行

政課題に 的 確に 対 応 し 行政サ ービス を適 切 に提供 してい く た めに

は、60歳以上の高年齢層職員の能力及び経験を本格的に活用するこ

とが不可欠である。今後の定年の段階的な引上げを見据え、高年齢

層職員の持つ経験や専門的知識を生かす職域を検討し、活用する。 

(５) 類似団体との比較 

組織体制の整備や職員配置については、類似団体、近隣市の組織

機構や職員数を参考にするとともに、部門ごとの均衡を図りながら

検討する。 
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第４ 参考資料   

 

１ 職員数の状況（公営企業(上下水道局、市立病院)の職員を除く。） 

(１) 職員数の推移 

 

 

※  各年度 4月 1日現在の職員数（週 5日・週 4日勤務の再任用職員を含む。） 

 

(２) 職種別職員数の増減 
 

H28.4.1 A 

(単位:人) 

R3.4.1 B 

(単位:人) 

増減数 C(B－A) 

(単位:人) 

増減率 C/A 

事務職 612 675 63 10.29% 

技術職 139 136 -3 -2.16% 

技能労務職 192 190 -2 -1.04% 

保育士 152 161 9 5.92% 

消防職 248 243 -5 -2.02% 

幼稚園教諭 63 54 -9 -14.29% 

その他※ 120 117 -3 -2.50% 

合計 1,526 1,576 50 3.28% 

※  保健師、指導主事など  

 

 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

職員実数 1,564 1,542 1,528 1,534 1,513 1,526 1,551 1,564 1,574 1,582 1,576

1,400

1,450

1,500

1,550

1,600 単位(人)
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(３) 職員の年齢構成（令和3年4月1日現在及び令和8年4月1日想定） 

 

 

※  職員数には、週4日勤務の再任用職員は含まない。 

 

 

20未

満

20～

23

24～

27

28～

31

32～

35

36～

39

40～

43

44～

47

48～

51

52～

55

56～

59

60以

上

令和３年度 0.1% 2.0% 8.6% 11.2% 14.2% 11.1% 7.3% 9.0% 11.9% 11.3% 8.2% 5.2%

令和８年度 0.1% 2.0% 8.8% 7.4% 10.5% 14.0% 11.5% 8.7% 8.2% 11.7% 12.0% 5.2%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

令和３年度 令和８年度

年 齢 層

(歳 ) 

20 

未満  

20～

23 

24～

27 

28～

31 

32～

35 

36～

39 

40～

43 

44～

47 

48～

51 

52～

55 

56～

59 

60 

以上  

合計  

令 和 3

年度 
4 52 147 195 206 161 110 155 194 160 134 43 1,561 

令 和 8

年度 
4 52 143 134 175 221 173 114 140 186 176 43 1,561 



6 

２ 本市の普通会計職員数と類似団体の職員数平均の推移 

本市と類似団体の職員数の比較は、総務省が実施している定員管理調査

の診断表により行っている。下の表は本市の普通会計の職員数と、類似団

体平均の推移である。 

 

※  各年度4月 1日現在の普通会計職員数 

※  職員数には、週4日勤務の再任用職員は含まない。 

※  類似団体平均（単純値） 

職員が配置されていない部門を考慮することなく集計して類似団体の平均値を算

出したもの。普通会計、一般行政部門、総務、衛生などの大部門以上の定員管理の

おおまかな状況を把握する場合に適している。 

※  類似団体平均（修正値） 

自治体によっては、清掃業務を民間委託している場合や、消防業務を一部事務組

合等の所管としているなど、職員が配置されていない場合があるため、各部門に実

際に職員を配置している自治体（施行時特例市）のみを対象にして平均値を算出し

ている。 

 

 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２

本市 1,317 1,314 1,314 1,368 1,426 1,457 1,484 1,513

類似団体

(単純値)
1,443 1,440 1,442 1,422 1,446 1,467 1,483 1,494

類似団体

(修正値)
1,507 1,506 1,510 1,501 1,522 1,554 1,545 1,554

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550

1,600

本市職員数と類似団体の職員数平均の推移単位：人
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３ 本市の人件費の推移（普通会計決算） 

 

 

※ 決算状況（決算カード）の人件費決算額を基に作成。 

※  臨時職員（アルバイト）の賃金、会計年度任用職員（日額）の人件費を除く。 

 

４  本市の職員数と時間外勤務実績の推移（企業会計を除く一般会計及び

特別会計） 

 

 

※  週5日・週4日勤務の再任用職員の時間外勤務を含む。 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

人件費 14,830 14,534 14,209 14,171 14,586 14,128 14,250 14,426 15,013 14,909

14,000

14,500

15,000

15,500

単位（百万円）

H28 H29 H30 R1 R2

時間外実績

(左軸)
204,249 196,674 202,737 197,610 160,028

本市職員数

(右軸)
1,526 1,551 1,564 1,574 1,582

1,440

1,480

1,520

1,560

1,600

150,000

170,000

190,000

210,000

単位：時間 単位：人
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宝塚市定員適正化計画（案） 

 

令和３年（2021 年）１２月 

総務部行政管理室総務課 

１ 計画の趣旨 

本計画は、宝塚市定員管理方針に基づき、令和８年（2026 年）４月１日までの

定員の適正な管理を行うために策定するものである。 

本計画では、今後の必要な組織体制の整備のため、本市の財政状況や人件費に

配慮しながら、定員の上限を定めて適正化に努めるものとする。 

 

２ 令和７年度（2025 年度）までの見通し 

(１) 定年退職者数     98 人 

(２) 週 4 日勤務の再任用職員の期間満了 42 人（※34 人） 

 ※週 4 日勤務の再任用職員を 0.8 で換算。以下「再任用定数」という。 

(３) 今後の業務量の増減の見通しとしては、業務量の増減が明確ではない不確

定要因については、含んでいない。 

 

３ 計画の内容 

(１) 対象期間 

 令和３年度（2021 年度）から令和７年度（2025 年度）まで 

各年度の取組結果の職員数は、翌年の 4 月 1 日現在の職員数とする。 

(２) 対象職員 

ア 上下水道事業及び病院事業の部局を除く部局 

イ 常勤職員（正規職員及び週 5 日勤務の再任用職員）及び週 4 日勤務の再

任用職員 

(３) 計画職員数 -12 人 

 令和 3 年 12 月１日現在 1,582 人 → 令和 8 年 4 月１日現在 1,570 人 

 

４ 職員採用の考え方 

 退職者の補充を行い、現在の職員数を維持する。 

 

５ 定数外職員 

次の職員は、定数には含めず、正規職員による代替職員の配置を検討する。 

(１) 他の地方公共団体へ派遣している職員 

(２) 休職をしている職員 

(３) 育児休業をしている職員 

(４) 自己啓発休業をしている職員 

(５) 配偶者同行休業をしている職員 

(６) 公益的法人に派遣している職員 
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６ 実数職員数の見通し 

(１) 職員数の見通し                    （単位：人）  
Ｒ3 

※2 

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 

実数職員※1 1,582 1,592 1,589 1,583 1,573 1,570 

※1 実数職員は正規職員数に週５日再任用職員数及び週４日再任用 職員

数を加えたもの。 

※2 R3 年は 12 月時点の職員数見込。R4 から R8 までは 4 月 1 日現在。 

(２) 正規職員の定年退職数（各年 3 月 31 日現在。単位：人） 

 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 計 

事務職 13 15 0 6 0 34 

技術職 3 1 0 2 0 6 

消防職 6 1 0 7 0 14 

その他 16 12 0 16 0 44 

合計 38 29 0 31 0 98 

(３) 週 5 日再任用職員及び週 4 日再任用職員の期間満了者数（各年 3 月 31 日現

在。単位：人） 

 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 計 

事務職 5 5 9 13 5 37 

技術職 2 0 0 3 1 6 

消防職 0 1 1 2 3 7 

その他 2 1 1 3 3 10 

合計 9 7 11 21 12 60 

(４) 計画採用予定人数            （各年 4 月 1 日現在。単位：人） 

 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 計 

再任用期間満了者数 9 7 11 21 12 60 

職員数の増減（前年度比） 10 -3 -6 -10 -3 -12 

合計（計画採用予定人数） 19 4 5 11 9 48 

 

７ 定数職員数の見通し 

(１) 職員数の見通し                     （単位：人）  
Ｒ3 

※3 

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 

定数職員 ※1 1,579 1,590 1,588 1,580 1,572 1,570 

常勤職員 ※2 1,567 1,582 1,582 1,567 1,564 1,570 

※1 定数職員は常勤職員数に、週 5 日再任用職員数と、週 4 日再任用職

員数に 0.8 を乗じた数を加えたもの 

※2 常勤職員は正規職員数に週 5 日再任用職員数を加えたもの 

※3 R3 年は 12 月時点の職員数見込。R4 から R8 までは 4 月 1 日現在。 
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(２) 週 4 日再任用職員の期間満了者数（各年 3 月 31 日現在。単位：人） 

 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 計 

事務職 3 4 4 11 5 27 

技術職 2 0 0 2 1 5 

消防職 0 0 0 1 2 3 

その他 2 0 0 2 3 7 

合計 7 4 4 16 11 42 

 










